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番号 被 処 分 者 処分内容 事 案 の 概 要

減給１か月 令和２年８月、グラウンドで体育の授業中、担任する男子児

江別市 小学校 給 料 の 童が指導に従わないことに感情的になり、当該児童を整列して

１ 10分の１ いた列から出して指導しようとした際、左手で当該児童の左腕

を掴み引っ張り右手で背中を押したところ、当該児童が左肩か

教 諭 男 性 （42歳） ら転倒し、左鎖骨骨折及び左肩挫傷の傷害を負った。

停職５か月 令和３年６月13日（日）、釧路市内の飲食店で飲酒した後、

釧路市 中学校 自家用車を運転し帰宅する途中、巡回中の警察官に停止を求め

２ られ、呼気検査の結果、酒気帯び運転違反の基準値を超えるアル

コール濃度が検出された。

教 諭 男 性 （37歳）


